
平
成
十
九
年
十
月
二
日
受
領

答

弁

第

三

四

号

内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
四
号

平
成
十
九
年
十
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
郡
和
子
君
提
出
い
わ
ゆ
る
混
合
診
療
問
題
及
び
未
承
認
薬
剤
の
授
受
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
郡
和
子
君
提
出
い
わ
ゆ
る
混
合
診
療
問
題
及
び
未
承
認
薬
剤
の
授
受
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
七
月
三
日
内
閣
衆
質
一
六
六
第
四
一
七
号
（
以
下
「
第
二
次
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一
の
�
に
つ
い
て
で
述

り

べ
た
と
お
り
、
原
疾
患
の
重
篤
化
に
よ
り
、
合
併
症
に
罹
患
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
等
に
お
い
て
は
合
併
症

の
予
防
の
効
果
を
有
す
る
原
疾
患
に
対
す
る
治
療
が
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
御
指
摘

の
「
予
防
的
投
与
」
に
つ
い
て
は
「
保
険
診
療
」
に
含
ま
れ
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
混
合
診
療
」
の
問
題
は
生
じ
な
い
も
の

で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
見
解
を
示
し
た
文
書
は
存
在
し
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

り

例
え
ば
、
原
疾
患
が
重
篤
化
せ
ず
に
、
合
併
症
に
罹
患
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

例
え
ば
、
投
与
さ
れ
る
薬
剤
が
そ
も
そ
も
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
上
の
承
認
を
得
て
い
な
い
も

一



の
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
ア
ス
ピ
リ
ン
の
投
与
は
、
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
。

以
下
「
療
担
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
、
第
十
八
条
又
は
第
十
九
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
八
月
十
五
日
内
閣
衆
質
一
六
七
第
一
八
号
（
以
下
「
第
三
次
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一
の
�
に
つ
い
て
で
述

べ
た
と
お
り
、
Ｊ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
試
験
の
追
跡
調
査
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
デ
ー
タ
は
、
保
険
診
療
と
し
て
行
っ
て
い
る
高
血
圧
症
、

高
脂
血
症
又
は
糖
尿
病
の
治
療
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
検
査
結
果
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
試
験
に
お
い
て
は
療
担
規

則
第
二
十
条
第
一
号
ホ
本
文
に
規
定
す
る
検
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
新
聞
社
か
ら
の
取
材
に
対
し
、
具
体
的
な
事
実
関
係
等
を
お
答

え
し
た
事
実
は
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
御
指
摘
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
そ
の
事
実
関
係
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

二



り
、
当
該
事
実
関
係
等
が
確
定
し
て
い
な
い
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

活
性
化
自
己
リ
ン
パ
球
移
入
療
法
に
つ
い
て
は
、
先
進
医
療
又
は
薬
事
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
治
験
に
係
る
診

療
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
一
連
の
診
療
行
為
の
中
で
保
険
請
求
を
行
い
、
当
該
療
法
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
患
者
に

負
担
さ
せ
る
こ
と
は
、
療
担
規
則
第
五
条
、
第
十
八
条
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

契
約
が
書
面
で
な
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
効
能
、
効

果
、
用
法
及
び
用
量
（
以
下
「
効
能
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
効
能
等
に
着
目
し
て
医
師
に
使
用
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
て
当

該
医
薬
品
を
医
師
に
販
売
又
は
授
与
す
る
行
為
は
、
薬
事
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
個
別

の
販
売
又
は
授
与
が
同
条
違
反
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
販
売
方
法
、
販
売
の
際
の
演
述
等
の
事
項
を
総
合
的
に
勘
案

し
た
上
で
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

「
治
験
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
に
つ
い
て
は
、
本
年
九
月
十
九
日
を
も
っ
て
終
了
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
厚
生

三



労
働
省
と
し
て
は
、
第
二
次
答
弁
書
六
の
�
及
び
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
点
を
踏
ま
え
、
池
田
教
授
に
委
員
と
し
て
「
治
験

の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
に
参
画
い
た
だ
い
た
こ
と
は
問
題
な
い
と
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

四
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
解
釈
を
採
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
第
三
次
答
弁
書
四
の
�
に
つ
い
て
で

述
べ
た
よ
う
な
種
々
の
客
観
的
な
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
公
募
要
項
に
反
し
た
補
助

金
の
受
給
が
確
認
さ
れ
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
決
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
領
収
書
等
の
原
資
料
」
で
は
な
く
、
池
田
教
授
及
び
同
教
授
が
所
属
す
る
大
学
の
経
理
事
務
担

当
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
並
び
に
補
助
金
の
使
用
の
内
訳
を
示
し
た
書
面
に
よ
り
確
認
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
目
的
外
の
使
用
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
案
件
の
状
況
に
応
じ
て
当
該
研
究

者
や
経
理
担
当
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
備
品
・
消
耗
品
等
の
領
収
書
等
関
係
書
類
の
照
合
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
補
助

金
の
使
途
を
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四



四
の
�
に
つ
い
て

先
進
医
療
専
門
家
会
議
、
「
臨
床
的
な
使
用
確
認
試
験
」
に
関
す
る
検
討
会
及
び
臨
床
研
究
の
倫
理
指
針
に
関
す
る
専
門

委
員
会
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
分
野
の
有
識
者
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
特
別
な
配
慮

が
必
要
な
場
合
等
を
除
き
原
則
公
開
で
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
御
指
摘
の
よ
う
な
危
険
性
は
生
じ
な
い
も
の
と
考

え
て
い
る
。

四
の
��
に
つ
い
て

御
指
摘
の
報
道
に
係
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
そ
の
事
実
関
係
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五


